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保
険
給
付
課
国
民
健
康
保
険
担
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5
1

70
歳
以
上
の
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

■
被
保
険
者
証
の
更
新　

　

7
月
中
旬
に
「
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
」
と
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」（
8
月
1
日


か
ら
有
効
）
を
簡
易
書
留
郵
便

で
発
送
し
ま
す
。
不
在
票
が
届
い

た
場
合
は
、
古
川
郵
便
局
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
（


7
0
2
0
）
へ
連

絡
し
、
再
配
達
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。

　

8
月
8
日

以
降
は
、
保
険
給

付
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
市
民
窓
口
担
当
に
、
旧
被
保

険
者
証
と
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
、
印
鑑
を

持
参
し
、
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

■
新
被
保
険
者
証
の
交
付

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
国
民
健
康

保
険
は
県
と
市
町
村
が
運
営
し
て

い
き
ま
す
。

　

県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
り
、
財
政
・
事
業
運
営
の
確
保
な

ど
国
保
運
営
に
中
心
的
な
役
割
を

担
い
、
制
度
の
安
定
化
を
図
り
ま

す
。

　

市
は
、
資
格
管
理
、
保
険
給
付
、

保
険
税
率
の
決
定
な
ど
、
地
域
に

お
け
る
き
め
細
か
い
事
業
を
引
き

　

平
成
30
年
8
月
か
ら
、
70
歳
以

上
の
人
を
対
象
に
、医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
が
所
得
に
応
じ
た
6

つ
に
区
分
さ
れ
ま
す（
表
1
参
照
）。

国
民
健
康
保
険（
国
保
）、後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
限
ら
ず
、す
べ
て
の

健
康
保
険
に
加
入
す
る
70
歳
以
上

の
人
が
対
象
で
す
。

　

世
帯
全
員
が
非
課
税
で
あ
る
世

帯
や
、
70
歳
未
満
の
人
は
、
こ
れ
ま

で
と
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
。詳
し
い

内
容
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
所
得
区
分

現
役
並
み
所
得
者　

世
帯
内
に
課

税
所
得
が
1
4
5
万
円
以
上
の
70

歳
以
上
75
歳
未
満
の
国
保
加
入
者

が
い
る
人

※
人
数
や
控
除
後
の
所
得
金
額
に

　

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
詳
し

　

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
般　

世
帯
内
に
課
税
所
得
が

1
4
5
万
円
未
満
の
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
国
保
加
入
者
が
い
る
住

民
税
課
税
世
帯
の
人

低
所
得
者
Ⅱ　

世
帯
内
の
国
保
加

入
者
が
住
民
税
非
課
税
の
人

低
所
得
者
Ⅰ　

世
帯
内
の
国
保
加

入
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
世
帯

 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
担
当　



５
１
4
7

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
課
税
内
容
が
見
直
さ
れ

ま
す
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5
1

被
保
険
者
証
の
更
新
と
新
し
い
被
保
険
者
証
を

交
付
し
ま
す

続
き
担
い
ま
す
。

　

財
政
運
営
の
仕
組
み
は
変
わ
り

ま
す
が
、
療
養
費
の
請
求
な
ど
各

種
申
請
や
届
け
出
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
市
の
担
当
窓
口
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
8
月
か
ら
の
被
保
険

者
証
を
新
様
式
（
左
図
参
照
）
で
発

行
し
ま
す
。
様
式
は
変
更
に
な
り

ま
す
が
、
医
療
機
関
の
受
診
方
法

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。　

の
各
所
得
か
ら
経
費
な
ど
を
差
し

引
き
、
0
円
に
な
る
人

■
医
療
費
の
負
担
額

　

「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅱ
・
Ⅰ
」
と

「
低
所
得
Ⅱ
・
Ⅰ
」
に
該
当
す
る
人

が
、
医
療
機
関
で
の
支
払
い
を
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
抑
え
る
場

合
、
健
康
保
険
証
の
発
行
元
か
ら

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
認
定

　

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
世
帯
の
前
年
の
所
得
を
も
と

に
計
算
す
る
「
所
得
割
額
」
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
人
数
に
応

じ
て
計
算
す
る
「
均
等
割
額
」
、
加

入
世
帯
に
対
し
て
か
か
る
「
平
等

割
額
」
の
3
つ
の
項
目
の
合
計
額

と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
固
定
資
産
を
持
っ
て

い
る
人
に
か
か
っ
て
い
た
「
資
産

割
額
」
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
制
度

改
正
に
伴
い
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。

■
課
税
限
度
額
の
変
更

　

国
保
税
の
課
税
限
度
額
は
、

こ
れ
ま
で
89
万
円
（
介
護
保
険
対

象
外
の
世
帯
は
73
万
円
）
で
し
た

が
、
平
成
30
年
度
か
ら
93
万
円
（
介

護
保
険
対
象
外
の
世
帯
は
77
万

円
）
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
税
軽
減

の
変
更

　

平
成
30
年
度
か
ら
世
帯
の
軽
減

判
定
所
得
額
が
表
１
の
と
お
り
変

更
に
な
り
、
国
保
税
（
均
等
割
・
平

等
割
）
の
軽
減
対
象
範
囲
が
広
が

り
ま
す
。

■
納
税
通
知
書
の
送
付

　

国
保
税
の
納
税
通
知
書
は
7
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
同
封
さ
れ

た
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
期

ご
と
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
納

付
書
が
同
封
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
納
税

額
と
口
座
振
替
日
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※
納
税
組
合
の
組
合
員
に
つ
い
て

は
、
加
入
し
て
い
る
納
税
組
合

長
へ
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
年
金
か
ら
引
き
落
し
（
特
別
徴

収
）
の
人
に
つ
い
て
は
、
8
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

75
歳
（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と

認
定
さ
れ
た
と
き
は
65
歳
）
以
上

の
人
が
加
入
す
る
高
齢
者
の
医
療

制
度
で
す
。
保
険
料
は
一
人
ひ
と

り
が
均
等
に
負
担
す
る
「
均
等
割

額
」
と
、
被
保
険
者
の
前
年
の
所

得
を
も
と
に
計
算
す
る
「
所
得
割

額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
保
険
料
は
、
宮
城
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
よ
り
決

定
さ
れ
、
2
年
ご
と
に
見
直
さ
れ

ま
す
。

■
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料

　

年
間
保
険
料
は
、
均
等
割
額

4
万
1
4
0
0
円
＋
所
得
割
額

「
（
前
年
中
の
所
得

－

33
万
円
）
×

8
・
02
％
」
に
な
り
ま
す
。

■
課
税
限
度
額
の
変
更

　

保
険
料
の
限
度
額
は
、
こ
れ
ま

で
57
万
円
で
し
た
が
、
平
成
30
年

度
か
ら
62
万
円
に
変
更
に
な
り
ま

す
。　

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
料
軽
減

の
変
更

　

平
成
30
年
度
か
ら
世
帯
の
軽
減

判
定
所
得
額
が
表
2
の
と
お
り
変

更
に
な
り
、
保
険
料
（
均
等
割
額
）

軽
減
対
象
範
囲
が
広
が
り
ま
し

た
。

■
保
険
料
額
決
定
通
知
書
の
送
付

　

保
険
料
の
納
入
通
知
書
は
7
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
同
封
さ
れ

た
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
期

ご
と
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
、

納
付
書
が
同
封
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
納
入
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た

保
険
料
額
と
口
座
振
替
日
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
（
特

別
徴
収
）
の
人
に
つ
い
て
は
、
8

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

■表 1　国民健康保険税の軽減判定所得額

軽減
割合

変更前（平成29年度） 変更後（平成30年度）

7割
世帯の所得が33万円を
超えない世帯

変更なし

5 割

世帯の所得が「33万円＋
27万円×（被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

世帯の所得が「33万円＋
27万5千円×（被保険者
数＋特定同一世帯所属
者数）」を超えない世帯

2 割

世帯の所得が「33万円＋
49万円×（被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

世帯の所得が「33万円＋
50万円×（被保険者数
＋特定同一世帯所属者
数）」を超えない世帯

※軽減判定所得額は、世帯主を含む被保険者全員の合計額

です（世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも

算入されます）。また、軽減の判定は、4月1日現在の世帯

構成によって行われます。

※特定同一世帯所属者は、国民健康保険から後期高齢者医

療制度に移行した 75歳以上の人です。

■表 2　後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額

軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額

9割
33万円以
下の世帯

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
の世帯（年金以外の所得がない場合）

8.5 割 上記以外の世帯

5 割 「33万円＋（27万5千円×世帯の被保険者数）」を超えない世帯

2 割 「33万円＋（50万円×世帯の被保険者数）」を超えない世帯

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

宮 城 県
国民健康保険
被保険者証　　　有効期限  平成 31 年 7 月 31 日
　　　　　　　　　 記号 み大崎　番号 1A234567
　　　　　 　　　　氏名　国保 太郎　　性別 男
　　　　　　生年月日         　昭和 58 年 2 月 28 日
　　　　　　適用開始年月日　 平成 30 年 4 月 1 日
　　　　　　交 付 年 月 日  平成 30 年 8 月 1 日
世帯主氏名　　国保 太郎
住　　　所　　宮城県大崎市古川七日町 1 番 1 号
保険者番号　　040816　交付者名　大崎市

所得区分
1カ月あたりの医療費自己負担額

外来＋入院（世帯）外来（個人）

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ
課税所得

690万円以上
252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

《140,100円》

Ⅱ
課税所得

380万円以上
167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

《93,000円》

Ⅰ
課税所得

145万円以上
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

《44,400円》

一般
課税所得

145万円未満

18,000円
《8月～7月の年間
限度額144,000円》

57,600円
《44,000円》

低所得
Ⅱ

住民税非課税
8,000円

24,600円

低所得
Ⅰ

住民税非課税 15,000円

※《　》内の数値は、直近12カ月以内に外来＋入院（世帯）の高額

　療養費が3カ月以上該当した場合の4 カ月目以降の限度額で

　す。

※ 1年間のうち一般区分または低所得区分であった月の自己負担

　限度額については、144,000円が上限額となります。

■表1　自己負担限度額（平成30年8月受診分から）

新様式例

証
と
被
保
険
者
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
複
数
の
医
療
機
関
の
合

算
額
や
、
世
帯
合
算
額
が
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、「
高

額
療
養
費
」
と
し
て
払
い
戻
し
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
国
保
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

該
当
者
に
は
、
申
請
の
案
内
を
送

付
し
ま
す
。

 


